
畜産業に係る硝酸性窒素等の暫定排水基準が設定されました！

平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年１１１１１１１１月月月月９９９９日付日付日付日付けけけけ「「「「家畜保健衛生所家畜保健衛生所家畜保健衛生所家畜保健衛生所たよりたよりたよりたより((((平成平成平成平成24242424年度年度年度年度 第第第第13131313号号号号))))」」」」をもってをもってをもってをもって““““水質汚濁防止法改正水質汚濁防止法改正水質汚濁防止法改正水質汚濁防止法改正””””についてについてについてについて

おおおお知知知知らせいたしましたがらせいたしましたがらせいたしましたがらせいたしましたが、、、、このたびこのたびこのたびこのたび、、、、畜産業畜産業畜産業畜産業におけるにおけるにおけるにおける硝酸性窒素等硝酸性窒素等硝酸性窒素等硝酸性窒素等のののの暫定排水基準暫定排水基準暫定排水基準暫定排水基準がががが『『『『７００７００７００７００mgmgmgmg／／／／llll』』』』にににに設定設定設定設定されましたされましたされましたされました。。。。

裏面裏面裏面裏面のののの表表表表１１１１のののの⑥⑥⑥⑥ですですですです。。。。

注１：硝酸性窒素等とは、「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」です。

注２：暫定排水基準は、「「「「従来従来従来従来（～（～（～（～平成平成平成平成25252525年年年年6666月月月月30303030日日日日））））のののの900mg/l900mg/l900mg/l900mg/l」」」」よりもよりもよりもよりも厳厳厳厳しくしくしくしく「「「「700mg/l700mg/l700mg/l700mg/l」」」」とととと設定設定設定設定（（（（変更変更変更変更））））されました。

注３：暫定排水基準の適用期間適用期間適用期間適用期間はははは「「「「平成平成平成平成25252525年年年年7777月月月月1111日日日日からからからから平成平成平成平成28282828年年年年6666月月月月30303030日日日日までのまでのまでのまでの３３３３年間年間年間年間」」」」です。
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平成２５年６月２８日家畜保健衛生所家畜保健衛生所家畜保健衛生所家畜保健衛生所たよりたよりたよりたより

（平成25年度 第7号）

なお、引き続き、次の点に十分注意してください。

１ 水質汚濁防止法により次の規模の畜舎を建設する場合は、工事着手の６０日前までに、所管の林務環境事務所へ「特定施設」と

しての届出が必要となります。なお、届出した事項を変更する場合にも届出が必要です。

豚房施設（豚房の総面積が50m2以上） 牛房施設（牛房の総面積が200m2以上） 馬房施設（馬房の総面積が500m2以上）

２ また、特定施設を設置する事業場からの公共用水域への排出水について、表１のとおり「排水基準」が定められています。

３ 平成２３年４月１日の改正により、特定事業場からの排出水について、年年年年１１１１回以上回以上回以上回以上、、、、水質水質水質水質のののの最最最最もももも悪悪悪悪いといといといと想定想定想定想定されるされるされるされる時期及時期及時期及時期及びびびび時刻時刻時刻時刻

にににに水水水水のののの量量量量にににに応応応応じたじたじたじた水質検査水質検査水質検査水質検査をををを行行行行いいいい、、、、そのそのそのその記録記録記録記録をををを保存保存保存保存（（（（３３３３年間年間年間年間））））することがすることがすることがすることが義務義務義務義務づけられましたづけられましたづけられましたづけられました。。。。必要な検査項目は、表２のとお

りです。山梨県内検査機関一覧は、家畜保健衛生所たより(平成24年度 第13号)に記載しておりますので参考にしてください。

�検査の詳細についてご質問がある場合は、所管の林務環境事務所（中北林務環境事務所0551-23-3090・峡南林務環境事務所055-

240-4141）、甲府市の方は、甲府市環境部環境総室環境保全課（055-241-4312）までご連絡ください。

裏面へ続きます→
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新設

富士五湖水域

7.5m3/日未満

5.8
～
8.6

７００７００７００７００ ※

7.5m3/日以上50m3/日未満 30(20) 30(20) 50(30)

50m3/日以上 30(20) 30(20) 50(30) 3,000

市街化区域内の水域

7.5m3/日未満

7.5m3/日以上50m3/日未満 80(60) 80(60) 150(120)

50m3/日以上 80(60) 80(60) 150(120) 3,000

上記以外の公共用水域

7.5m3/日未満

7.5m3/日以上50m3/日未満 140(110) 140(110) 180(140)

50m3/日以上 80(60) 80(60) 150(120) 3,000

既設 全公共用水域

7.5m3/日未満

7.5m3/日以上50m3/日未満 160(120) 160(120) 200(150)

【表１】畜産農業に係る排水基準

【表２】検査項目

家畜の病気に関するお問い合わせは、山梨県西部家畜保健衛生所まで…TEL 0551-22-0771（平日） FAX 0551-22-6728

夜間・休日の連絡は…090-5564-1018または090-5568-0817

１日当たりの平均的な排出水の量 検査項目（表１中の項目）
7.5ｍ３未満 ①と⑥

7.5ｍ３以上50ｍ３未満 ①と⑥と④，②または③
50ｍ３以上 ①と⑥と④と⑤，②または③

備 考：１.「新設」とは、昭和50年8月1日の後において設置される特定事業場をいい、「既設」とは、昭和50年8月１日において現に設置されている特定事業場をいいます。

２.( )内の数値は、日間平均を表します。

３.生物化学的酸素要求量に係る排水基準は、湖沼以外の公共用水域に排出される排出水について適用し、化学的酸素要求量に係る排水基準は、湖沼に排出される排出水について適用します。

※平成25年7月1日～平成28年6月30日までの暫定排水基準

160(120) 160(120) 200(150)

50m3/日以上 160(120) 160(120) 200(150) 3,000

注：①①①①(pH)(pH)(pH)(pH)とととと⑥⑥⑥⑥((((硝酸性窒素等硝酸性窒素等硝酸性窒素等硝酸性窒素等))))はははは、、、、日排出水量日排出水量日排出水量日排出水量にににに関関関関わらずわらずわらずわらず測定測定測定測定しししし、、、、そのそのそのその結果結果結果結果をををを記録記録記録記録・・・・保存保存保存保存することがすることがすることがすることが必要必要必要必要です。


